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生活困窮者自立支援制度の体系

★ 自立相談支援事業
• 全国904自治体で1,368機関
• 生活と就労に関する支援員を配置

したワンストップ相談窓口
• 一人一人の状況に応じて、自立に

向けた支援計画を作成

住まいの確保の
支援が必要

子どもに対する
支援が必要

★ 住居確保給付金の支給
• 就職活動を支えるための家賃費用や

家計改善のための転居費用を給付

◆ 就労準備支援事業
• 一般就労等に向けた日常生活自立・

社会生活自立・経済的自立のための
訓練

 認定就労訓練事業
• 直ちに一般就労等が困難な方に対す

る支援付きの就労の場の提供

◆ 居住支援事業
• 住居喪失者に一定期間、衣食住等の

日常生活に必要な支援を提供
• シェルター等利用者や居住困難者に

一定期間の見守りや生活支援

◆ 家計改善支援事業
• 家計を把握することや利用者の家計

改善意欲を高めるための支援

 子どもの学習・生活支援事業
• 子どもに対する学習支援
• 子ども・保護者に対する生活習慣・

育成環境の改善、教育・就労に関
する支援等

R8年度予算：827億円の内数
＋ R7年度補正予算：105億円の内数 

本人の状況に
応じた支援

緊急に衣食住の
確保が必要

家計の見直しが必要

包括的な相談支援
来所

訪問

就労に向けた
手厚い支援が必要

住まいに課題があり
地域社会からも孤立

◆ 支援会議

• 関係機関が参加して生活困窮者に
関する情報共有や地域課題解決に
向けた議論を行う

• 自ら支援を求めることが困難な生
活困窮者を早期に支援につなぐ

※★：必須、◆：努力義務、□：任意



住まいの相談に対応できる体制の整備の全体像

自立相談支援機関に設置、または、既存の制度（重層事業、居住支援法人、
居住支援協議会等）を活用

※自立相談支援機関の支援員の加算創設【令和７年度予算】

主に4つの機能を想定

① 住まいの相談対応、課題の把握・分析、支援方針の検討、必要な支援・
連携先へのつなぎ、支援状況の確認等【相談支援】

② 大家、不動産仲介業者、居住支援法人等からの相談対応
③ 福祉事務所、地域包括支援ｾﾝﾀｰ、基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等からの相談対応
④ 物件・支援等の情報収集、地域の支援ニーズの把握 等

住まいの総合相談窓口

入居前 退居時

居住支援協議会

住宅と福祉の関係者が連携した地域における総
合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援
法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成
員とした会議体

＜活動例＞

• 会議での情報交換、地域の支援体制の検討
• 不動産・福祉関係団体への働きかけ、ネッ

トワーク形成
• 住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
• 家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介

入居中

• 住まい不安定（ネットカフェ、知人宅、寮付

き就労等）、ホームレス、家賃が払えない

• 高齢等の理由により、家探しが困難

• 大家に賃貸借契約の締結・更新を断られた

• 保証人がいない

• 日常の安否確認・見守りや、必要に応じた

福祉サービス等へのつなぎが必要

• 高齢等の理由により定期的な見守りや支援

が必要、地域で孤立している

• 残置物の処理が困難

【支援策】

✓ シェルター事業（生活困窮者）：一時的な住まいを確保し、就労支援を行って、賃貸住宅での生活を支援
✓ 地域居住支援事業（生活困窮者、被保護者）：不動産仲介業者への同行支援などの入居支援、入居中の見守り・社会参加の支援
✓ 地域支援事業（高齢者）：不動産仲介業者への同行支援などの入居支援、入居中の見守り支援
✓ 救護施設、日常生活支援住居施設等（被保護者）：住まいと生活の支援
✓ 居住支援法人等：入居支援や保証人機能の確保、日常の安否確認・見守り等の必要なサービスの実施
✓ セーフティネット登録住宅：低額所得者や高齢者等の住宅確保要配慮者の入居を断らない住宅
✓ 居住サポート住宅：日常的な安否確認・見守り、生活・心身の状況が不安定化した時の福祉サービスへのつなぎを行う住宅

丸投げではない

後
方
支
援
・
連
携

市町村・都道府県



自立相談支援機関での属性を問わない住まい相談（イメージ）

住まいに関わる
課題がある

幅広い対象者

来所

訪問

住まいの相談窓口

相談の中で課題を把握・分析

地域居住支援事業

不動産業者への同行等の入居支援
入居後の見守りや生活支援

連携・活用

• 不動産業者等への相談に
より独力で課題解決可能

情報提供のみで終了

生活困窮の支援プランを作成し、
必要な支援等を実施
（地域居住支援事業の利用等）

• 生活保護の利用が必要

• 生活保護を受給中

福祉事務所と連携
（生活困窮者向けと被保護者向けの
地域居住支援事業の一体実施等）

• 経済的な困窮はないが、
独力での課題解決は困難

居住支援法人等の地域の社会資源と連携

個別支援に活用可能な方策を可視化
地域づくりや住宅ストックの確保

地域包括支援

センター

基幹相談支援

センター

福祉事務所

等

• 生活困窮者自立支援制度
の利用が必要

注

【体制例】
主任相談支援員、相談支援員、
就労支援員、住まい相談支援員

※

※加算は自立相談支援機関に配置し
た場合を想定

居住支援協議会

自立相談支援事業

総合的な
アセスメント

相談を受け、
困りごとを整理

連携して対応

丸投げ
ではない

（情報共有・助言、役割分担等）

注）住まいの総合相談窓口から
つながる場合を含む

住宅と福祉の関係者が連携した地域における
総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支
援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を
構成員とした会議体

＜活動例＞

• 会議での情報交換、地域の支援体制の検討
• 不動産・福祉関係団体への働きかけ、ネット

ワーク形成
• 住宅相談・物件の紹介等の事業の実施
• 家賃債務保証・安否確認サービス等の紹介

参画・課題等の共有

地域の支援方策の共有



自立相談支援事業

生活困窮者・生活困窮者の家族その他の関係者

対象者

• 制度の入り口として相談に応じ、就労や住まいの課題をはじめとする様々な課題を評価・分析（アセスメント）し

てその状態にあった自立支援計画（プラン）を作成し、必要な支援の提供につなげる。

• 関係機関とのネットワークづくりと地域に不足する社会資源の開発等を行う。

支援の概要

• 生活保護に至る前の段階から早期に支援を行うことにより、より早く生活困窮状態から抜け出すことができる。
• 地域における相談支援機能や居場所等を充実させることができる。

期待される効果

必須事業

生活困窮者自立
支援法に

基づく支援
（住居確保
給付金等）

お金が
ない…

家が
ない…

仕事が
ない…

生活困窮者

誰に相談すれば
いいのか

分からない…

これから
どうやって

生活しよう…

自立相談支援機関

来所

訪問

総合的な
アセスメント

相談を受け、
困りごとを整理

支援プラン
作成・実行

同行支援、
他機関の紹介等

モニタリング
・プラン評価

プラン振返りと
課題整理

(プラン見直し)

生活困窮状態
からの脱却

連携・活用
ハローワークや

法テラス等
他制度の支援

民生委員の見守り、
フードバンクによる

食料の提供など
民間の支援

主任相談支援員
就労支援員
相談支援員
を配置※

【実績等】・904自治体1,368か所（R8）
・新規相談受付件数302,828件（R6）
・プラン作成件数89,492件（R6）

※上記支援員のほか、住まい相談支援員を配置することも可能。



居住支援事業 (シェルター事業、地域居住支援事業 )

【実績】
・シェルター：372自治体(41％)(R7)、利用3,081件(R6)
・地域居住:98自治体 (11％)(R7）、利用1,926件(R6)

• シェルター事業 ：路上生活者や、終夜営業店舗等にいる一定の住居を持たない不安定居住者

• 地域居住支援事業：シェルター退所者や居住に困難を抱える、地域社会から孤立した状態にある低所得者

対象者

• シェルター事業：利用している間に、住居の確保や就労に向けた資金の貯蓄等が実現し自立が可能になる。
• 地域居住支援事業：社会的孤立を防止するとともに、地域において自立した日常生活を継続できるようになる。

期待される効果

努力義務

支援の概要

路上、河川敷、
ネットカフェ、サウナ、

友人宅に寝泊まりしている…

賃貸住宅への入居を断られた、
地域での一人暮らしが不安…

シェルター事業
＜当面の日常生活支援＞

・宿泊場所や食事の提供
・衣類等の日用品を支給 等

※自立相談支援機関と連携し、住居の確保や
就労に向けた支援等も実施。

※緊急一時的な支援が必要な生活困窮者に対
する一時的な支援・支援先・受入れ先の
調整等の実施も可。

地域居住支援事業
＜入居支援・地域での見守り支援＞

①入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家賃の物件情報の収集

②居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援

③環境整備
・地域とのつながり促進支援
・協力を得やすい不動産事業者等とのネットワーク構築 等

※支援期間は原則１年間。

（対象者の状態に応じて

柔軟に延長可能）



住居確保給付金①（就職活動を支えるための家賃補助）

必須事業

住居を失うおそれが生じている以下①又は②の者であって、支給要件・求職活動要件を満たすもの
① 離職・廃業後２年以内（※）の者

（※当該期間に疾病等やむをえない事情により求職活動が困難な場合は最長４年以内）
② 自己の責めによらず収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者

対象者

＜支給額＞ 家賃額（住宅扶助額を上限） ※特別区では単身5.4万円、２人世帯6.4万円

＜支給期間＞ 原則３か月（求職活動等を行っている場合は３か月延長可能（最長９か月まで））

支援の概要

• 住まいの安定を確保することにより、安心して求職活動に取り組むことができ、就労を実現することができる。

期待される効果

＜支給要件＞

〇収入要件：世帯収入の月額が市町村民税均等割非課税の水準（特別区では単身8.4万円、２人世帯13万円）

＋家賃額（住宅扶助額を上限）より少ない

〇資産要件：世帯の預貯金等が市町村民税均等割非課税の水準の６か月分で、100万円を超えない額

（特別区では単身50.4万円、2人世帯78万円）

〇求職活動要件：原則、①による求職活動を行う。ただし、一定の要件の下、②による取組みも可とする。

①公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、求職活動を行う。

②公的な経営相談先へ経営相談の申込みをし、その助言等に基づき業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行う。

【実績（家賃補助）】
・新規決定6,908件
・支給済額12.3億円（いずれもR6速報値）



住居確保給付金②（家計改善のための転居費用補助）

必須事業

収入が著しく減少し、家計改善のため、転居により家賃負担等を軽減（※）する必要がある生活困窮者であって、
支給要件を満たすもの

例：配偶者と死別し世帯の年金収入が減少した高齢者、疾病等で離職し就労収入を増やすことが難しい者 等

※ 現在より家賃の低い物件に転居する場合のほか、家賃負担が多少上がっても、

通院先への交通費負担が軽減される場合や、持ち家を修繕する負担が大きい場合等も含む

対象者

支援の概要

• 家賃負担軽減により自己の収入等の範囲内で住み続けることができ、自立の促進が図られる。

期待される効果

＜支給要件＞

〇収入要件：世帯収入の月額が市町村民税均等割非課税の水準（特別区では単身8.4万円、２人世帯13万円）

＋家賃額（住宅扶助額を上限）より少ない

〇資産要件：世帯の預貯金等が市町村民税均等割非課税の水準の６か月分で、100万円を超えない額

（特別区では単身50.4万円、2人世帯78万円）

〇家計改善に関する要件：家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること

＜支給額＞新たな住居の確保に要する費用（転居先の自治体における住宅扶助額に基づく額の３倍の額（これによりが

たい場合は別に厚生労働大臣が定める額）を上限）ただし、実費が支給額を下回る場合は実費相当。

＜対象経費＞転居先の住宅に係る初期費用（礼金、仲介手数料、保証料、保険料）、転居先への家財の運搬費用



（住宅セーフティネット法）居住支援協議会設置の努力義務化

• 居住支援協議会について、全ての自治体で設置されることを目指し、その設置を自治体の努力義務とする。
（R7.12末時点：176協議会）

• 住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行うものを構成員とすることを明確化。

＜想定される効果の例＞

✓ 福祉部局・住宅部局・不動産関係団体・居住支援団体等の相互理解や連携が深まることにより、住まいの課題に
対する個別具体的な支援に当たって活用可能な方策が可視化され、必要な方策を円滑に活用できるようになる。
（事務局が住宅相談事業の実施や、物件・関係サービスの紹介を行うこともある。）

✓ 地域における住まいのニーズや不動産関係団体・大家等が抱える課題が共有されることにより、今後必要な支援
等が明らかになり、地域づくりや活用可能な住宅ストックの確保等につながる。

主な活動内容

・会議での協議、情報交換

・不動産・福祉団体への働きかけ、ネットワーク形成

・住宅相談事業、物件の紹介

・家賃債務保証、安否確認サービス等の紹介

等

努力義務

改正の趣旨・効果

改正後の業務イメージ

⚫ それぞれの市区町村で居住支援協議会を設置し、生活困窮者自立支援制度担当をはじめとする福祉部局も参画。

（自立相談支援機関や地域居住支援事業者も参画することが望ましい。）

構成員の例：
• 住宅部局、福祉部局（生活困窮者自立支援、生活保護、

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉担当等）
• 住宅・不動産関係団体※、居住支援法人、福祉支援団体、

サービス事業者
• 士業団体（建築士会、弁護士会、社会福祉士会、土地家

屋調査士会等）
• 家賃債務保証会社、消費者団体、大学 等

※ 全国宅地建物取引協会、全日本不動産協会、
日本賃貸住宅管理協会、全国賃貸住宅経営者協会、
住宅供給公社、都市再生機構（UR) 
等の都道府県組織・支部など

令和７年10月１日施行



居住サポート住宅の概要

9

居住支援法人等※が大家と連携し、
①日常の安否確認、 ②訪問等による見守り
③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ を行う住宅（居住サポート住宅）を創設

大家

連携

居住支援法人等

※ サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、
居住支援法人以外でも可能

日常のサポート

入居する要配慮者の生活や心身の
状況が不安定になったとき

③福祉サービス
につなぐ

要配慮者

①ICT等による
安否確認

②訪問等による見守り

つなぐ福祉サービス（例）

低額所得者
・自立相談
支援機関

・福祉事務所
・家計把握や意欲向上の支援
・就労支援、生活保護の利用

高齢者福祉
 の相談窓口

・福祉事務所
・母子家庭等
  就業・自立
  支援センター

・母子・父子自立支援員
  による相談、助言
・こどもの生活指導や

学習支援

・居宅介護、自立生活援助
・就労支援 等

障害者福祉
の相談窓口

・ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

※福祉の専門的な支援を必要とする場合は、要配慮者の

特性に応じて福祉サービスを実施する関係機関につなぐ

※課題が複雑など、つなぎ先の判断に迷う場合

自立相談支援機関にて受け止め

居住サポート住宅

高齢者

ひとり親

障害者

・市区町村長（福祉事務所設置）
等が国土交通省・厚生労働省の
共同省令に基づき、計画を認定

・入居する要配慮者については認
定保証業者が家賃債務保証を原
則引受け

・入居者が生活保護受給者の場
合、住宅扶助費（家賃）について
代理納付を原則化

・改修費、家賃低廉化等の補助

供給体制等

手続

特例

支援

要配慮者の生活安定のため
住宅提供や福祉へのつなぎを

スムーズに行いたい

居住支援法人等が
サポートを行うことで
要配慮者に
住宅を供給

孤独死、残置物、家賃滞納、
近隣住民とのトラブル・・・、

いろいろと心配。
安心して空室を貸し出したい

国土交通省と厚生労働省の共管



孤独・孤立
対策

困難な問題を抱え
る女性への支援
（女性相談支援センター

等）

こども施策
（児童相談所等）

生活困窮者自立支援制度における他制度との連携

○ 生活困窮者自立支援制度では、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じてきめ細かく支援することが重要。
また、必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が生活困窮の端緒となる事象
を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要。

○ さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

連携通知で示した連携の例

介護保険
（地域包括支援センター等）

自殺対策
（地域自殺対策推
進センター等）

教育施策
（教育委員会、

スクールソーシャ
ルワーカー等）

住宅施策
（公営住宅、

居住支援協議会
等）

地方税制度
（税務担当部局）

年金制度
（年金事務所等）

生活保護
（福祉事務所）

農林水産分野
（農政担当部局等）

多重債務者対策
（消費生活相談窓口、

法テラス、弁護士会等）

ひきこもり支援
（ひきこもり支援機関）

子ども・若者
育成支援

（子ども・若者支援
地域協議会等）

更生保護制度
（保護観察所等）

国民健康保険制度
後期高齢者医療制度

労働行政
（ハローワーク、
地域若者サポート
ステーション等）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、民生委
員・児童委員、よりそい

ホットライン等）

障害保健
福祉施策

（障害者就業・生活支援
センター等）

電気・
都市ガス・

水道
事業者

健康増進施策
（保健師等）
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生活困窮者
自立支援制度

（自立相談支援機関）

権利擁護支援策
（日常生活自立支援事業、成年

後見制度等）



（概要）「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」
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• 生活困窮者自立支援制度における支援調整会議や支援会議について、住宅部局を構成員にすることは有効。

• 住宅セーフティネット法改正により福祉関係者が居住支援協議会の構成員として明確化されたことを踏まえ、

生活困窮者自立支援制度主管部局等が参画することも検討されたい。

法に基づく会議体等を活用した連携

• 住宅部局において、公営住宅入居者・入居希望者等で生活困窮者を把握した場合は自立相談支援事業等の利

用勧奨を行うよう努めていただきたい。

自立相談支援機関の利用勧奨

• 家計改善支援事業の実施者と公営住宅担当部局で日ごろから連携し、家計改善支援事業による支援状況も踏

まえた対応をお願いしたい。

• 公営住宅をシェルター事業に使用することも可能。空き住戸を活用した自立支援を推進いただきたい。

生活困窮者自立支援制度と公営住宅施策の連携

• 困窮法改正により居住支援法人との連携が努力義務化。

• 自立相談支援事業において居住の課題を抱える生活困窮者に対応する場合は居住支援法人との連携が有効。

住まいに関する相談支援を居住支援法人に（再）委託することも可能。

• 地域居住支援事業の実施に当たっても居住支援法人との連携は有効。また、地域におけるネットワークづく

りに居住支援協議会を活用することも考えられる。

生活困窮者自立支援制度と居住支援法人等の連携

通知掲載先：「生活困窮者自立支援制度と住宅施策の連携について」

https://www.mhlw.go.jp/content/001468503.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001468503.pdf


参考



住まい・生活の困りごと相談窓口（すまこま。）の概要
（生活困窮者に係る支援情報サイト及び総合相談窓口の設置）

○ 住居を失った又は失うおそれのある居住不安定者には、路上等で生活するホームレスのほか、終夜営業店舗や知人
宅等で寝泊まりする不安定な居住環境にある者が含まれる。

○ そうした不安定居住者においては、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業や一時生活支援事業、住居
確保給付金といった各自治体が実施している支援や居住支援法人等につなげることが重要である。

○ このため、不安定居住者に対する支援情報サイトを開設するとともに電話やメールによる総合相談窓口を設置、各
支援策の情報提供、地域の自治体の相談窓口等への案内、不安定居住者の実態把握のための相談内容の分析等を行う。

○ 令和８年度からは、居住不安定者に限らず生活困窮者全般に対象を拡大して実施している。

○ 地域の自治体の相談窓口などを分かりやすく紹介
した情報サイトの開設・運営等による情報発信。

○ 電話相談窓口を設置し、相談内容に応じて各支
援策の情報提供や、自治体の相談窓口等へのつ
なぎ。

○ 相談内容のデータの集約・分析等による生活困窮
者の実態把握。

○自治体に対する居住支援の必要性に関する広報
活動や、支援情報サイトの周知広報。

事業内容 事業イメージ

電話・メール
相談

支援制度、
自治体窓口
の案内等

情報提供等

支援制度や
相談窓口が
分からない

総合相談窓口

生活困窮者等

「イラスト　市役所」の画像検索結果

支援窓口等
の照会・相談
者の案内等

支援情報
サイトによる
情報提供

福祉事務所
設置自治体等自立相談支援

機関等への相談

自立相談、居住支援
事業、住居確保給付
金等による支援

自治体相談窓口

支援情報
サイトの
開設・運営

令和８年度「すまこま。」相談窓口
0120-050-229 
 https://sumakoma.mhlw.go.jp/
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https://www.google.co.jp/url?url=https://pixta.jp/illustration/1252681&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0i96aj8PQAhWKT7wKHYDODW8QwW4INjAQ&usg=AFQjCNFfvxtkPh8N1guS6SbxRueSRCVHpw


居住支援事業に関する調査研究

14

「社会資源を活用した居住支援の充実に関する調査研究事業」(R7)

○ 高齢化や単身世帯の増加により、住まいの困りごとを抱える方が増えている一方で、空き家や空室は多く存在

するものの、入居後の生活への不安などから活用が進んでいない。

○ こうした状況を踏まえ、近年の法改正により、住宅政策と福祉政策を一体で進める居住支援の強化が全国の自

治体に求められている。

○ そのため、本調査研究では、自治体が取り組むべき居住支援を「相談支援機能」、「物件確保等の環境整備機

能」、「入居支援・居住継続支援機能」の３つの機能で整理し、社会資源の活用方法を具体的に示した。

【検討会報告書】

掲載先:https://www.hit-north.or.jp/report/2026/04/16/3761/

「地域居住支援事業における効果的な支援の在り方に関する調査研究事業」(R8)

○ 前年度の調査研究における結果を踏まえ、今年度は居住支援事業の中の地域居住支援事業に着目し、多くの自

治体において着実に地域居住支援事業が実施されるよう、同事業の課題や求められる役割・機能を把握・分析し

た上で、対応案や事業を立ち上げる際のポイント、留意事項等をとりまとめていく予定としている。



被保護者地域居住支援事業 （ 生 活 保 護 法 第 5 5 条 の 1 0 第 ４ 号 ）

基本的事項（目的）

本事業は、居住の安定を図るための支援が必要な者に対し、一定の期間
にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言等、現在の住居におい
て日常生活を営むために必要な支援を行うことを目的とする。

• 適切な法人に外部委託可

• 居住支援協議会が設置されている場合は当該協議会に

参加

• 多様で複雑な課題を抱える者への支援に関し、調整会

議において他機関が連携して対応する場合に財政支援

• 著しく狭隘で設備が十分でない劣悪な環境や不必要な

サービスを強要しているなど不適切な事案を把握した

際には、福祉事務所と連携して対応

○ 居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、定期的な戸別訪問による必要な情報の提供及び助言等
現在の住居において日常生活を営むために必要な支援を行う事業

・実施主体 都道府県、市、福祉事務所設置町村（外部委託可能）
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対象者

支援が必要と福祉事務所が認めた者（本人同意が必要）

支援期間

一年間（福祉事務所判断で延長可）

職員配置

居住支援員を配置（兼務可）

日常生活上の相談支援業務又は不動産関連業務従事
経験者など、事業を適切に実施出来る者

• 以下の①～④の事業（支援）を実施（①②のいずれか又は双方。③④は任意）

• 支援に当たってはケースワーカーと連携することとし、支援内容は個々
の被保護者に係る「援助方針」を踏まえたものとする

事業（支援）内容

その他

①居住支援

日常生活上の金銭の適切な管理、公共料金等支払支援、通帳、印鑑
等の重要書類等の保管管理 など

②金銭管理支援

③地域社会との交流支援

④その他居住安定のために必要な支援

ア 入居等に当たっての支援
入居・転居先の候補物件や関連する生活支援サービスに関する情報
提供、契約手続き支援 など

イ 居住を安定して継続するための支援

定期的な戸別訪問等による見守り、生活支援
訪問時に食事・洗濯・掃除・ゴミ出しや公共料金の支払い状況の確認等を通じて、
居宅生活を送る上での課題把握するとともに、必要な相談・助言を行う

令和７年４月１日施行



① 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化

i. 地域住民等・行政の責務等の規定の再整理

ii. 意思決定支援の配慮の法令上明確化

iii.他分野・地域住民等との連携・協働の強化

iv.地方創生等政府方針との連動

② 包括的な支援体制の整備に向けた対応

i. 支援会議や財政的支援等の対象を拡大※１

ii. 生活困窮者自立支援制度を中心とした既存制度の

活用推進

iii.過疎地域等において既存制度の機能集約を可能と

する特例を創設

iv.都道府県の包括的な支援体制の整備に係る役割の

明確化

v. 重層事業の質の向上に向けた機能・取組評価に応

じた支援への見直し 等

③ 包括的な支援体制の中でのこども・若者支援の強化

◆ 人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和２年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和６年６月

から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。

◆ 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、

包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。

地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ（概要） 令和７年５月２８日

１．地域共生社会の更なる展開 ２．身寄りのない高齢者等への
対応

５．社会福祉における災害への対応

① 社会福祉法人の地域における公益的な

取組や連携・協働の推進

② 社会福祉連携推進法人制度の活用促進

① 身寄りのない高齢者等の相談支援機

能の強化

② 日常生活支援※2 、入院入所手続支援、

死後事務支援等を提供する第二種社

会福祉事業を新設

③ 身寄りのない高齢者等を支えるネッ

トワーク構築

① 判断能力が不十分な方の地域生活を支

える事業を新設【２．②の事業の再掲】

② 権利擁護支援推進センター（権利擁護

支援の地域連携ネットワークのコー

ディネートや家裁からの意見照会に対

応）を法定化

４．社会福祉法人・社会福祉
連携推進法人の在り方

① 包括的な支援体制の整備に当たっての

防災分野との連携、平時からの関係者

との連携体制の構築

② DWAT（災害派遣福祉チーム）の平時

からの体制づくり・研修等の実施

※１ 重層的支援体制整備事業の実施市町村以外にも支援を実施

※２ 日常的な金銭管理や福祉サービス等利用の支援

３．成年後見制度の見直しへの
対応
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「地域共生社会の在り方検討会議」中間とりまとめ
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する相談窓口の在り方については、以下のとおり示している。

２．身寄りのない高齢者等への対応
（１）身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方
【現状・課題等】
○ 高齢者を中心として単身世帯等の増加が見込まれている中、単身男性世帯においては、「日頃のちょっとしたことの手助

け」で頼れる人がいない者の割合が高くなっている ほか、地域・家庭・職場といった支え合いの基盤も弱まっている。こう
した状況を踏まえると、高齢者だけでなく、ひとり親世帯の親子、独身の若者、中年層なども、将来、身寄りのない状態と
なることは想定され、頼れる身寄りがいないことに着目した支援策を検討していく必要がある。

○ こうした中で、現状、頼れる身寄りがいないことにより抱える生活上の課題に関する相談対応を受け止める窓口が明確でな
く、こうした相談対応を受け止める機能が必要とされている。

○ 厚生労働省においては、令和６年度から、身寄りのない高齢者等の相談を受け止め、地域の社会資源を組み合わせた包括的
支援のマネジメント等を行うコーディネーターを配置した窓口の整備を図る取組をモデル事業として実施し、課題の整理等
を行っており、相談窓口の在り方の検討に当たっては、こうしたモデル事業の実施状況も踏まえる必要がある。

【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、

 従来の介護・障害・こども・生活困窮者の支援体制に加えて、権利擁護や住まいの支援体制の整備が必要となる中、身寄り
のない高齢者等の支援のための窓口を新設することは、既存の相談窓口に屋上屋を重ねる感があり、そうした人的資源が各
自治体にあるとも思えない。こうした複数の支援体制を活用し、地域固有のニーズや資源に照らして、身寄りのない高齢者
等の相談支援や複数の支援体制相互の協働・連携をどのように図るかが課題。

 身寄りのない高齢者等が抱える課題に対応する包括的な相談・調整窓口は、既存の事業との役割の重複を避けるため、既存
の事業との一体的な整備を視野に入れた発展が模索されることが望ましい。

等の指摘があった。

【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等の生活上の課題に関する相談窓口の在り方については、既に各領域（介護、障害、生活困

窮等）で支援体制の枠組みがあることを踏まえ、新たな相談窓口の設置という方法ではなく、生活困窮者自立支援制度にお
ける自立相談支援機関、介護保険法に基づく地域包括支援センターなど、既存の支援体制の枠組みにおいて、その相談を受
け止めることとし、身寄りのない高齢者等の相談支援機能を強化していくべきである。その際、相談支援等に適切に対応で
きるよう人的配置を含めた体制の確保に努めるべきである。
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方に関し、以下のように示している。

２．身寄りのない高齢者等への対応
（２）身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方
【現状・課題等】
○ 頼れる身寄りがいないことにより抱える生活上の課題への対応として、これまで家族・親族等が担ってき

たと考えられる日常生活支援、入院・入所の手続等支援、死後事務の支援等がないため、必要なサービス
の利用等が困難な場面が生じており、こうした課題に対応することが必要とされている。

○ いわゆる「高齢者等終身サポート事業」はこうしたニーズへの対応策の一つであるが、費用が高額になる
こともあり、一定程度の収入・資産がなければ利用が困難等の課題があるため、資力が十分にない者も利
用できる事業が求められている。また、そうした事業は、資力の有無に関わらず利用できるようにすべき
との指摘もある。

○ 厚生労働省においては、令和６年度から、十分に資力がない等の理由から民間サービスを利用できない方
に対して、意思決定支援を確保しながら総合的な支援パッケージ（日常生活支援、円滑な入院・入所の手
続支援、死後事務の支援）を提供する取組をモデル事業として実施し、課題の整理等を行っており、支援
策の検討に当たっては、こうしたモデル事業の実施状況も踏まえる必要がある。

○ なお、生活に困窮する者に対しては、生活困窮者自立支援制度の居住支援事業（地域居住支援事業）にお
いて、居住を安定して継続するため、訪問等による見守りや生活支援など、上記の総合的な支援パッケー
ジとも一部重なる取組が行われており、生活に困窮する身寄りのない高齢者等に対する支援策の検討に当
たっては、同制度との関係や同事業の在り方も踏まえる必要がある。
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方に関し、以下のように示している。

２．身寄りのない高齢者等への対応
（２）身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方
【検討会議での意見等】
○ この点、検討会議において、

 総合的な支援パッケージの提供は、高齢者等終身サポート事業と類似の構造で、特定の事業者があらゆるニーズに対応する
ことになり、ニーズが増大すると対象者の範囲を限定せざるを得なくなることも懸念。身寄りのない高齢者のどこまでの範
囲をこうした事業だけでカバーすることができるか・すべきかは検討課題。費用の問題は、一定の公的な支援の拡充を大前
提とした上で、民間財源の拡充も考えていかなければならない。

 資力がない人も支援が必要ということは当然として、費用負担が可能な場合は民間サービスがあればそれでいいのかという
ことは、考える必要がある。

 また、民間サービスの質の担保も必要であるとともに、現在でも「身元保証人」という名称が現場で使用されていることも、
身近な家族が担ってきた包括的な役割を持つと誤解を生みやすい。

 高齢者等終身サポート事業を総合的なパッケージとして、社会福祉協議会など公益性の高い事業者が提供する仕組みは、現
場の切実なニーズに即したものとして積極的に評価。他方、利用者との関係性や支援の透明性という視点からは、全ての
ニーズを地域の１事業者が独占的に賄う事態を招くことは避ける必要があり、少なくとも地域に複数の信頼できる事業者の
存在が必要。地域づくりの点からも、地域の官民の多数のアクターが終身サポート事業に関わる支援を適切に分担し、連
携・協力しながら地域の支援体制を構築していくことこそが望ましい。

 総合的な支援パッケージを提供する仕組みとして、日常生活自立支援事業の拡充・発展が考えられる。その際の検討課題は、
地域での支援の担い手として、社会福祉協議会に限定する必要があるのかどうか。社会福祉法人も担い手として期待される
と同時に、非営利組織などに開いていくこともあるのではないか。同時に規制・監督をかけていくことも、あり得る検討課
題。

 総合的な支援パッケージが、家族代わり・24時間365日対応という受け止め方をされると重い事業になってしまう。この事
業の守備範囲を示しながら、最終的な意思決定などは関係者みんなで受け止めるものという意識の醸成が図られるとよい。

 総合的な支援パッケージを提供する事業については、身寄りのない高齢者への支援の中心であり、包括的な支援体制の中核
でもある市町村が何らか関与する形の検討が必要である。

 身寄りのない人の日常生活の問題は、何でも制度の枠に収めるのではなく、地域の支え合いなど、もっと互助の考えを押し
出していくべきではないか。

 身寄りのない人の日常生活支援を互助で行うとしてもそもそも互助の仕組みやその条件がない地域が多いことが課題である。
等の指摘があった。
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身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方に関し、以下のように示している。

２．身寄りのない高齢者等への対応
（２）身寄りのない高齢者等の生活上の課題に対する支援策の在り方
【対応の方向性】
○ このため、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題に対する支援策の在り方については、以下につい

て対応を進めるべきである。
 民間事業者によるサービスに頼れない場合があることを踏まえて、日常生活自立支援事業を拡充・発展

させて、本人との契約に基づき、日常的な金銭管理や福祉サービス等利用に関する日常生活支援、円滑
な入院・入所の手続支援、死後事務支援などを提供することができる新たな事業とし、第二種社会福祉
事業として法に位置づけ、多様な主体が参画できるようにする必要がある。

 新たな事業については、現場や当事者の意見等も踏まえつつ、家族代わりと誤解されないよう、地域の
実情に応じた地域福祉との役割分担及び支援内容の専門性を考慮し、事業の守備範囲を整理する必要が
ある。また、民間サービスとの関係性、日常生活自立支援事業よりも対象者が広がることや制度の持続
性の観点から体制面・費用面・運営監視面を考慮する必要がある。併せて、資力が少ない方については、
その利用に関し、特別な配慮が必要である。

○ また、生活に困窮する者については、生活困窮者自立支援制度の他事業と一体的な支援を行う観点から、
既に民間において進んでいる互助会等のインフォーマルな取組とも連携しつつ、地域居住支援事業などの支
援を拡大して対応していく必要がある。
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身寄りのない高齢者等を地域で支える体制の在り方に関し、以下のように示している。

２．身寄りのない高齢者等への対応
（３）身寄りのない高齢者等を地域で支える体制（関係機関とのネットワーク構築等）の在り方
【現状・課題等】
○ 身寄りのない高齢者等を地域で支えていくには、地域の関係機関等のネットワークを構築し、支えていく

必要があるが、一方で、既に自治体においては、介護、障害、生活困窮等での枠組み（地域ケア会議・
（自立支援）協議会・生活困窮の支援会議等）のほか、孤独・孤立対策官民連携プラットフォームや居住
支援協議会等のプラットフォームが多数存在している。

【検討会議での意見等】
○ この点について、検討会議においては、既存のプラットフォームを活用することで、身寄りのない高齢者

等を地域で支える体制を構築することが考えられるとの指摘があった。

【対応の方向性】
○ こうした点を踏まえ、地域において、身寄りのない高齢者等をネットワークで支えていくため、市町村に

既に存在する類似の協議会やプラットフォームを活用して、支援方策の議論を進めていくための具体的な
実施方法を国において示すべきである。



地域共生社会の在り方検討会議 概要

◼ 地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力
義務規定が盛り込まれるとともに、令和２年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設されたところ。

◼ 令和２年の改正法附則第２条において、施行後５年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実
現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に
ついて、検討することを目的として開催する。

①設置の趣旨

③構成員

1. 「地域共生社会」の実現に向けた方策（地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方
向性）

2. 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方

3. 成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実

②主な検討事項

朝比奈 ミカ 市川市よりそい支援事業がじゅまる＋（多機関協働等）
市川市生活サポートセンターそら 総合センター長

尼野 千絵 特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝
地域ささえあい推進室コーディネーター

石田 路子 特定非営利活動法人高齢社会をよくする女性の会 副理事長
伊藤 徳馬 茅ヶ崎市こども育成部こども育成相談課こどもセンター

課長補佐
奥田 知志 特定非営利活動法人抱樸 理事長
勝部 麗子 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 事務局長
加藤 恵 社会福祉法人半田市社会福祉協議会

半田市障がい者相談支援センター センター長
鏑木 奈津子 上智大学総合人間科学部社会福祉学科准教授

上山 泰 新潟大学法学部法学科教授
菊池 馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授
栗田 将行 社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

地域福祉部事業開発課長
田中 明美 生駒市特命監
中野 篤子 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

常任理事
永田 祐 同志社大学社会学部社会福祉学科教授
原田 正樹 日本福祉大学学長
松田 妙子 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事

特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表
宮本 太郎 中央大学法学部教授（座長）

④開催状況・今後のスケジュール

第１回（令和６年６月）：論点設定・今後の進め方等、第２～８回（令和６年７月～令和７年１月）：ヒアリング、現状・課題等の議論

第９回（令和７年３月）：論点整理、第10回（令和７年５月）：中間とりまとめ（案）→令和７年５月28日：中間とりまとめ公表

（以降、関係審議会で議論）



社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要

等

改正の概要

改正の趣旨

施行期日

令和９年４月１日（ただし、２．②の一部は公布日、２．③は公布後１年６月以内に政令で定める日、１．③及び⑤の一部は公布後２年以内に政令で定

める日、１．⑤、⑥及び２．①の一部は公布後３年以内に政令で定める日）

１．地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充【社福法、介保法、老福法、障害者総合支援法、児福法、困窮法、生保法】

① 小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業(※)を新設するほか、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置可能等とする。

※福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野横断的な基準に柔軟化するとともに、あわせて地域住民の取組との協働促進を図る事業を行う。

② 中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型（「特定地域サービ

ス」）の新設や、地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」の創

設、事業者間の連携強化とそのための事業継続の仕組みの構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を運営する事業の新設等を行う。

③ 頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体

制等の整備を図る。

④ 成年後見制度や地域における権利擁護事業の適切な利用の支援の中核的な役割を担う「地域権利擁護相談支援センター」を設置可能等とする。

⑤ 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施

設介護支援」等を新設し利用者負担を求める。

⑥ 介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業（支援）計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導

入など介護被保険者証に係る見直しを行う。

２．福祉人材の安定的な確保及び定着支援【社福法、介保法、障害者総合支援法、児福法、士士法、平成19年士士法改正法】 

① 関係団体等（公的機関、地域の事業者、養成施設等）で構成する福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産

性向上、経営改善支援等の取組の促進を国及び都道府県の責務とし、関係者の連携を図る関係協議会を設置する。

② 令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後５年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、

准介護福祉士資格を廃止する。

③ 介護支援専門員（ケアマネジャー）に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う。

３．支援基盤の強化等【社福法】

① 社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加（第二種社会福祉事業等）し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。

② 災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）として活動する人材登録の仕組みを整備する。

質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を
確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホーム
に係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修
の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす
社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる。



１．③ 頼れる身寄りがいない高齢者等・判断能力が不十分な者を対象とする第二種社会福祉事業の新設

○ 頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な者に対し、日常生活支援・円滑な入院等の手続支援・死後事務の支援を、利用者のうち一定割

合以上に無料又は低額の料金で提供する事業について、第二種社会福祉事業に位置付ける（福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業）。

○頼れる身寄りがいない高齢者等が地域で安心して自立した生活を継続するための支援策の充実
○判断能力が不十分な者の地域生活を支えるための総合的な権利擁護支援策の充実

見直し内容

緊急連絡先がなく、
入院・入所等の手続ができない

葬儀・納骨等の
死後の手続をする人がいない

法改正後

空き家や残置物の処分ができない

福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
援
助
事
業

＋

又は

福祉サービス利用援助事業

判断能力が不十分な者

日常生活支援
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス

医療費の支払等の手続ができない

生活上の課題の例

社会情勢等の変化 等

成年後見制度の見直しの動き

単身世帯等の増加

地域住民が生活支援員として
意思決定支援をしながら
尊厳のある本人らしい生活の
安定を図る互助の仕組み
として機能

○ 単身世帯等の増加が進む中で、頼れる身寄りがいない高齢者等にとって、これまで家族・親族等が担ってきたと考えられる日常生活支
援や入院・入所手続、死後事務などへの対応が生活上の課題として顕在化している。

いわゆる「高齢者等終身サポート事業」はこうしたニーズへの対応策の一つであるが、一定程度の費用が必要となることもあるため、
資力が十分にない者も利用できる事業が求められている。

○ 成年後見制度について、現在、利用の必要がなくなったときに制度利用を終了することを可能とする見直しが進められている。成年後
見制度が見直された後においても、判断能力が不十分な者が尊厳のある本人らしい生活を継続できるよう、地域における成年後見制度以
外の権利擁護支援策を総合的に充実させていく必要がある。

現状・課題

対
象
者

事
業
内
容

利
用
料

無料又は低額

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
援
助
事
業
の
拡
充
・
発
展

対
象
者

利
用
料

頼れる身寄りがいない高齢者等 ＋ 判断能力が不十分な者

日常生活支援（福祉サービス利用援助事業同様）

地域での生活を営むのに不可欠な支援を行うことが目的

入院入所等手続支援
入退院・入退所等の手続が円滑に進められるよう支援を行うことが目的
例：入退院等の手続支援、緊急連絡先の提供、費用の支払代行

死後事務支援

利用者が亡くなられた後、死後の事務が円滑に進められるよう、事前に準備しておくことが目的

例：葬儀・納骨・家財処分の契約手続支援、行政官庁への届出

事

業

内

容

資力の要件に該当する者については無料又は低額
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１．③ 頼れる身寄りがいない高齢者等への相談支援機能等の強化
１．④ 成年後見制度等の適切な利用の支援

＜頼れる身寄りがいない高齢者等の支援体制の整備＞
○ 地域における頼れる身寄りがいない高齢者等の相談支援体制の整備及び地域資源の活用・開発を推進する観点から、
・ 頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、介護保険制度の包括的支援事業（総合相談支援事業）の相談対象として明確化等すると
ともに、各市町村で地域課題として議論し実効的な課題解決を行うため、圏域ごとの体制づくりを行う観点から、地域ケア会議の実施を地域包括支
援センターに委託できることを明記し、障害や生活困窮等の他分野も含めた関係会議・関係主体との連携を推進する。

※ あわせて、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるため、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第一号介護予防支援事
業（介護予防ケアマネジメント）について、居宅介護支援事業所も市町村から委託を受けて直接実施することを可能とする。

・ 頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、生活困窮者自立相談支援事業や障害者相談支援事業の対象として明確化等するとともに、
生活困窮者の見守りも含めた居住の支援を行う地域居住支援事業の対象となることを明確化する。

＜判断能力が不十分な者の支援体制の整備＞
○ 判断能力が不十分な者が成年後見制度や地域における権利擁護事業を適切に利用できるよう支援するため、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に
対する相談支援及び地域の関係機関・民間団体の連携体制の整備に関する事務を市町村の努力義務とするとともに、地域における権利擁護制度の適切
な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、これらの事務を行うことを目的とする地域権利擁護相談支援センターやこれらの事務の効果的な実施
のために必要な情報の交換や、地域における連携体制の整備に関する検討等を行う会議体を設置できるようにする（センター・会議には秘密保持義務。）。

見直し内容

○ 福祉の各領域（介護・障害・生活困窮）における既存の支援体制の枠組みにおいて、頼れる身寄りがいない者からの相談が寄せられた場合に対応は
しているものの、積極的な体制整備が行われていない現状があり、現在、居宅介護支援事業所においてやむを得ず実施せざるを得ない法定外業務（い
わゆるシャドウワーク）に係る生活ニーズについても、地域全体として対応していく必要がある。

○ 成年後見制度が必要なくなったときに利用を終了することが可能な制度へと見直されることを踏まえ、判断能力が不十分な者が、成年後見制度や地
域における権利擁護事業を適切に利用できるよう、権利擁護に関わる地域の関係機関・民間団体等の連携協力体制を構築する必要がある。

現状・課題
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地域包括支援センター

⚫ 包括的支援事業における
頼れる身寄りがいない高
齢者等への相談対応等の
明確化

地域マネジメント
：ネットワーク、社会資源
の創出

居宅介護支援事業所

⚫ 介護予防ケアマネジメン
トを市町村からの委託を
受けて直接実施可能

個別的支援
：個々の利用者への
ケアマネジメント⚫ 地域包括支援セン

ターの役割の明確
化（会議の実施を
センターに委託で
きることを明記）

⚫ 障害や生活困窮も
含めた関係会議・
関係主体との連携
の推進

地域ケア会議

≪介護分野での支援体制のイメージ≫ ≪判断能力が不十分な者の支援体制のイメージ≫
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